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は じ め に

三条市は、粟ヶ岳・守門岳に代表される緑の山並みに

囲まれ、また信濃川へと続く五十嵐川や刈谷田川といっ

た清らかな河川が市内を流れるという自然環境のもと、

緑豊かな田園や農山村の風景、歴史と文化が息づく小路

や街並み、そして地域の発展を支えるものづくりの伝統、

それぞれの調和が保たれ、市民生活を支えています。

近年、国際社会では、気候変動による深刻な影響を避

けるため、温室効果ガスを各国が責任を持って削減する

ための枠組みである「パリ協定」のもと、世界の平均気

温の上昇を産業革命前に比べて1.5℃以内に抑えるために、二酸化炭素をはじ

めとする温室効果ガスの排出量を2050（令和32）年頃までに実質ゼロにする動

きが広がっています。

国は、2020（令和２）年10月に、2050（令和32）年までにカーボンニュート

ラル、脱炭素社会の実現を目指すことを表明しています。このように、脱炭素

社会の実現に向けた動きは、既に世界的な潮流となっており、その対応が基礎

自治体レベルでも急がれています。

こうした社会情勢の変化は、本市にとっても大きな課題と捉え、令和５年度

以降を計画期間とする新たな総合計画において、脱炭素社会の推進を含む自然

環境の保全について盛り込むとともに、更なる環境施策の推進に向け「三条市

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を含む「第３次三条市環境基本計画」

を策定することといたしました。

本計画に基づき、市民・事業者・市がそれぞれの責務と当事者としての役割

を果たし、目指す環境像「つなげよう未来へ 豊かな自然と環境を創造するま

ち さんじょう」の実現に向けて、一層の御理解と御協力を賜りますようお願

い申し上げます。

終わりに、本計画の策定に当たり熱心に御議論いただいた三条市環境審議会

の委員の皆様を始め、計画づくりにお力添えをいただきました皆様に心から感

謝を申し上げます。

令和５年３月

三条市長 滝 沢 亮
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